
中期目標期間終了時に向けた独立行政法人の見直しの概要 
（平成15年8月1日 閣議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主務大臣は各府省評価委員会の意見を踏まえ、組織・業務全般の見

直し案を作成し、予算等を要求。 

総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、中期目標期間終了

時の見直しの勧告の方向性等を指摘。 

主務大臣は総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会の上記指摘

を踏まえ、見直し内容を検討。 

与党・査定当局は上記指摘を踏まえた見直し内容について、ヒアリ

ング・調整等。 

政府行政改革推進本部において主務大臣は見直し内容を説明、その

議を経た上で決定。 

主務大臣は(法改正が必要な場合)独法個別法改正案を検討・提出 

主務大臣・各法人は次期中期目標・中期計画を策定。 

新しい中期目標期間開始 

※ また、本閣議決定で以下の内容を見直しの基準として決定。 

① 独立行政法人の業務全般にわたる見直しの視点 

② 事務及び事業の改廃に係る具体的措置 

③ 組織形態に関する見直しの具体的措置 

中期目標期間最終年度の 

８月 

10月頃 

11月頃 

12月 

１月 

３月 

４月 




